
 新規就農総合支援事業 [新規]
】【１３，５７４(０）百万円

対策のポイント
青年の就農意欲の喚起と就農後の定着を図るため、総合的に支援します。

＜背景／課題＞

・我が国農業は、基幹的農業従事者の平均年齢が66.1歳（平成22年）と高齢化が進展し

ています。

・持続可能な力強い農業を実現するには、 すること２万人／年の青年新規就農者が定着

が必要ですが、 にとどまり、そのう40歳未満の若い就農者は１万３千人（平成22年）

ち です。定着するのは１万人程度

・このため、食と農林漁業の再生推進本部における「我が国の食と農林漁業の再生のた

新規就農を増やし、将来の日本農業を支えるめの基本方針・行動計画」において 「、

」こととされています。人材を確保する

政策目標

青年新規就農者を毎年２万人定着させ、持続可能な力強い農業

の実現を目指す

＜主な内容＞

１２，９８０百万円１．新規就農者確保事業

（ ）青年の就農意欲の喚起と就農後の定着 就農前の研修期間 ２年以内を図るため、

及び経営が不安定な を給付します。就農直後（５年以内）の所得を確保する給付金

農業法人への雇用就農を促進 法人が新規就業者に対してまた、青年の するため、

に要する経費を支援します。実施する実践研修（最長２年間）

５９５百万円２．農業者育成支援事業

するため、就農希望者や経営発今後の地域農業のリーダーとなる人材の層を厚く

高度な経営力、地域リーダーとしての人間力等を養展を目指す農業者等に対して、

する に対して支援します。成 高度な農業経営者教育機関等

全国的な求人情報等の提供や就農相談 短また、就農希望者等に対する 、就業前の

の実施を支援します。期就業体験

新規就農者確保事業 １２，９８０（０）百万円

農業者育成支援事業 ５９５（０）百万円

補助率：定額、１／２

事業実施主体：都道府県、市町村、民間団体

［お問い合わせ先：経営局就農・女性課 （０３－３５０２－６４６９（直 ］））



教育施設等の整備を支援 

高度な経営者教育を実施する教育機関の取組
に対応した取組に要する経費の一部を支援 

 
  県農業大学校等の学生数 
  平成22年度 約4,800名 
  （１学年 約2,400名） 

目 的 ： 就農希望者や経営発展を目指す農業者等のレベルを向上させ、 
         今後の地域農業のリーダーとなる人材の層を厚くすること 

○ 就農希望者や経営発展を目指す農業
者等に対し、高度な経営力や地域リー
ダーとしての人間力を養成するための教
育を実施 

 

○ 上記の講義をインターネット等で、中核
教育機関等に配信 

中核教育機関の教育水準を向上させる取組に
要する経費の一部を支援 

○ 中核教育機関の講師に対する研修を
実施 

連 携 

高度な農業経営者育成教育
を実施する教育機関 

各県の農業経営者育成の 
中核教育機関 

農業経営者育成教育機関に対する支援（４億円） 
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